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１.家計に関する統計調査の体系

1

基幹統計調査 一般統計調査

構造調査
（５年）

■ 家計における消費、所得、資産及び負債の実態
を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水
準、構造等を全国的及び地域別に明らかにする。

■ 報告者数：
・ 二人以上の世帯：約76,000
・ 単身世帯：約14,500

■ 単身世帯を対象として家計における消費、所得、資産及
び負債の実態を総合的に把握するため、全国家計構造調
査の単身世帯結果を補完・補強し、全国家計構造統計に
活用する。

■ 報告者数：約2,000（単身世帯のみ）
※ 民間調査機関のモニター登録者から抽出

動向調査
（月次）

■ 国民生活における家計収支の実態を毎月明らか
にする。

■ 報告者数：
・ 二人以上の世帯：約8,000
・ 単身世帯：約1,000

■ 個人消費動向の的確な把握のため、ＩＣＴ関連の消費
やインターネットを利用した購入状況、購入頻度が少ない高
額商品・サービスの消費等の実態を安定的に捉える。

■ 報告者数：
・ 二人以上の世帯：約27,000
・ 単身世帯：約3,000

■ 単身世帯を含めた総世帯の消費動向を毎月把握するため、
家計調査の単身世帯結果を補完・補強し、消費動向指数
に活用する。

■ 報告者数：約2,400（単身世帯のみ）
※ 民間調査機関のモニター登録者から抽出

全国家計構造調査 全国単身世帯収支実態調査

家計調査

家計消費単身モニター調査

家計消費状況調査



（参考）家計に関する統計の補完関係（イメージ図）
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構造調査
（５年）

動向調査
（月次※）

全国家計構造調査
【基幹統計調査】

全国単身世帯
収支実態調査
【一般統計調査】

二人以上の世帯 単身世帯

家計調査
【基幹統計調査】

家計消費状況調査
【一般統計調査】

家計消費単身
モニター調査
【一般統計調査】

二人以上の世帯 単身世帯

全国家計構造統計として一体的に公表

消費動向指数として公表

※家計調査及び家計消費状況調査の総世帯及び単身世帯は、四半期ごとの公表

（出典：R4.8.10統計委員会企画部会第３WG資料（総務省政策統括官室にて一部再編）



家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国
的及び地域別に明らかにする。

調査の目的

調査の概要

２.全国家計構造調査の概要（前回調査：令和元年）

都道府県調査

市町村調査

●基本調査（ロングフォーム）
（１）約40,000世帯（二人以上の世帯：約33,300世帯、単身世帯：約6,700世帯）
（２）世帯票、年収・貯蓄等調査票、家計簿
（３）配布･･･調査員、回収・・・調査員・オンライン

●簡易調査（ショートフォーム）
（１）約44,000世帯（二人以上の世帯：約36,400世帯、単身世帯：約7,300世帯）
（２）世帯票、年収・貯蓄等調査票
（３）配布･･･調査員、回収・・・調査員・郵送・オンライン

●家計調査世帯特別調査 ＜家計調査の調査世帯を対象＞
（１）約6,000世帯（二人以上の世帯：約5,400世帯、単身世帯：約500世帯）
（２）家計調査世帯用特別調査票
（３）配布･･･調査員、回収・・・調査員 ※家計調査オンライン回答世帯のみ、郵送提出可

●個人収支状況調査 ＜家計調査の調査終了世帯を対象＞
（１）約900世帯（二人以上の世帯）
（２）個人収支簿
（３）配布･･･調査員、回収・・・調査員

総務省－都道府県－市町村－統計調査員（又は民間事業者）－報告者

総務省－都道府県－統計調査員（又は民間事業者）－報告者 調査周期等

調査事項
【世帯票】
世帯及び世帯員に関する事項
【年収・貯蓄等調査票】
年間収入に関する事項、貯蓄現在高に
関する事項、借入金残高に関する事項
【家計簿】
収入及び支出に関する事項
【個人収支簿】
個人的な収入及び支出に関する事項

【調査周期】
５年
【調査期間】
令和元年９月上旬～12月下旬（※）

公表時期

令和３年2月以降 順次公表 3

※ 一部地域においては、台風の影響のた
め令和２年３月31日まで期間を延長

凡例： （１）調査対象世帯数
（２）調査票（３）配布・回収方法



３.令和元年調査における変更の概要

● 近年増加を続ける単身世帯の標本規模の拡大 ⇒ 単身世帯・総世帯の統計精度向上、これらの統計の充実
● 別集計としていた全国単身世帯収支実態調査の結果を補正して統合 ⇒ 総世帯・単身世帯の統計精度の向上

変更の目的と主な変更内容
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○ 令和元年調査は、統計精度の向上、報告者負担の軽減、事務効率化の観点から、調査を大幅に見直
して実施

○ 家計における消費のみならず、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握する⾒直しに伴い、調査名称
を「全国消費実態調査」から「全国家計構造調査」に変更

● ロング・ショートフォーム方式（家計簿を含む基本調査／含まない簡易調査）の導入、年収・貯蓄等調査票の標本規模
拡大 ⇒ 所得・家計資産に関する統計精度の向上

● 家計簿の記入期間を３か月から２か月に短縮（二人以上世帯） ⇒ 報告者負担軽減、調査世帯の代替選定による非標
本誤差の是正・抑制

● 時系列比較が適せず、必要性が薄れている耐久財等調査票を廃止 ⇒ 報告者負担軽減、非標本誤差の縮小
● 無記名回答、調査項目の改廃、レシート読取機能を実装したオンライン家計簿を導入 ⇒ 調査票の記入方法の簡略化
● 調査期間中の家計調査の調査世帯（約6,000世帯）を組込み ⇒ 統計精度の維持、報告者負担軽減、調査事務の合
理化・省力化

① 総世帯・単身世帯の統計精度の向上

② 所得・家計資産に関する統計精度の向上

③ 報告者負担の軽減、調査事務の減量・効率化

（出典：R4.8.10統計委員会企画部会第３WG資料（総務省政策統括官室にて一部再編）



（参考）令和元年調査の構成と変更の概要（イメージ）
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基本調査（ロングフォーム）
約40,000世帯
（二：約33,300、単：約6,700）

家計調査世帯特別調査
約6,000世帯
(二：約5,400、単：約500)

簡易調査（ショートフォーム）
約44,000世帯
(二：約36,400、単：約7,300)

個人収支状況調査
約900世帯（二）

市
町
村
調
査

都
道
府
県
調
査

家計調査の結果を集計に活用

世帯票
世帯・世帯員に
関する事項

年収・貯蓄等
調査票

年間収入、貯蓄
現在高、借入金
残高に関する事項

家計簿
収入・支出に
関する事項

世帯票 年収・貯蓄等
調査票

特別
調査票

家計調査
の結果を
集計に活用

結果を集計に活用

個人収支簿
個人的な収入・
支出に関する事項

令和元年全国家計構造調査
（二人以上世帯：約76,000世帯、単身世帯：約14,500世帯）

乙調査
約700世帯（二）

甲調査 約56,400世帯
（二：約51,700、単：約4,700）

全国単身世帯収支実態調査
（一般統計調査）
約2,000世帯（単）

世 年 家 耐久
財票

平成26年全国消費実態調査
（二：約52,400、単：約4,700）

個

（別集計）

家
乙調査
約700世帯（二） 個家



○ OECDの基準による国際比較可能な所得・資産分布に関する指標の作成
○ 大学・シンクタンク等における家計の消費、所得、資産に関する研究

４.調査結果の主な利活用

○ 国民経済計算・県民経済計算における家計最終消費支出の推計
○ 消費者物価指数におけるウエイトの作成

加工統計の基礎資料としての利用

○ 社会保障・税関連
・ 年金や介護等の社会保障制度や税制の在り方を検討するための基礎資料
・ 生活扶助基準の⾒直しを行うための基礎資料
・ 貧困等生活上の困難に関する支援に関する検討を行うための基礎資料

○ 公務員関連
・ 国家公務員・地方公務員の給与に関する検討のための基礎資料

○ 各種白書における家計の消費、所得、資産に関する分析

行政上の基礎資料としての利用
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その他



○ 就学中の世帯員のみが対象との誤解による未記入を回避するため、調査項目名を
「就学の状況」から「教育」に変更
○ 調査内容をより的確に表すため、「地代支払の有無」から「土地の所有関係」を尋ね
る設問に変更

５.主な変更内容（1）（調査事項）

令和元年調査 令和６年調査
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調査項目名の変更
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○ 報告者の利便性向上や調査事務の効率化のため、オンライン調査の対象を全調査
票に拡大

● 世帯票
● 家計簿
● 年収・貯蓄等調査票
● 家計調査世帯特別世帯調査票
● 個人収支簿

● 世帯票
● 家計簿
● 年収・貯蓄等調査票

令和元年調査 令和６年調査

.主な変更内容（2）（調査方法）
調査方法の変更

※ オンライン調査対象の拡大に加え、以下のシステム改善を予定
 スマートフォン等のカメラ機能を用いたレシート情報の自動読み取り機能の精度向上
 調査世帯の回答状況一元管理や通知機能による地方公共団体・調査員等の事務の効率化



【当初計画】
・ 家計収支に関する集計（一部除く。）
→ 令和２年11月までに公表

・ その他の集計
→ 令和３年以降順次公表

○ 令和元年調査では、所得・資産集計のほか、単身世帯・総世帯、男女の別、国際
比較等の観点から、集計事項を充実
⇒ 集計業務の実施状況を踏まえ、家計収支に関する集計（一部除く。）の公表期
日を令和元年調査の当初計画※（11月）から１か月後ろ倒し

５.主な変更内容（3）（公表期日）

・ 家計収支に関する集計（一部除く。）
→ 令和７年12月までに公表

・ その他の集計
→ 令和８年以降順次公表

令和元年調査 令和６年調査
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公表期日の変更

※ 当初計画は、新型コロナウイルス感染症への対応に伴い、令和３年２月以降順
次公表する内容に変更されている（令和２年10月）。



6.諮問第117号の答申（平成30年12月）における「今後の課題」への対応（１）

１ 家計に関する統計の体系的整備に向けた検討
家計に関する統計については、各種統計調査の整合性がより高まることから、次回の全国家計構造調

査の実施結果等も踏まえつつ、関係する各種統計調査の位置付けや役割分担、基幹統計の体系的整
備の在り方等を改めて整理し、公的統計の整備に関する基本的な計画（平成30年３月６日閣議決
定）の次回改定に反映する方向で検討すること。

 「基幹統計調査と一般統計調査」及び「動向調査（月次調査）と構造調査（周期
調査）」の二軸から体系整備を行った上で、本調査を基幹統計調査たる構造調査として
令和元年に実施
 上記を踏まえ、公的統計基本計画の改定に向けた統計委員会（企画部会第３
WG）の審議において、本調査は「家計に関する構造調査として、関係統計との整合性を
確保した上で、統計表章の充実等が図られており、次期基本計画に掲載して毎年フォ
ローアップする必要性に乏しい。」とされ、第Ⅳ期基本計画への特段の記載はなし

10

対
応



３ 日本標準職業分類に準拠した結果表章の充実
全国家計構造調査及び家計調査において、世帯主の職業別の結果表章に当たり、独自に設定してい

る区分を使用しているが、他の統計調査との比較可能性の向上の観点から、調査結果の利活用状況や
日本標準職業分類との整合性も勘案しつつ、結果表章の在り方を検討すること。

 令和元年調査において、本調査独自の区分による結果表章を優先的に対応した後、ア
フターコーディングによる日本標準職業分類に準拠した結果表章（特別集計）を行い、段
階的に公表。令和６年調査の結果表章においても同様の対応を予定
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対
応

 地方公共団体からの意⾒聴取や有識者を交えた検討を通じ、令和元年調査の⾒直しの
目的であった、統計精度（単身世帯など）の向上や報告者負担の軽減・事務効率化（オンライン
回答の大幅増加など）の効果について検証・分析。当該検証結果を、オンライン回答の対象拡
大などを含む、今回の調査計画案に反映

２ 今回の変更を踏まえた調査手法等の更なる改善
次回全国家計構造調査については、調査計画を抜本的に⾒直した上で実施することから、報告者や

統計調査員、実査機関である地方公共団体等における評価も含め、実施状況や⾒直しによる効果等
を検証・分析するとともに、その結果を踏まえ、平成36年度（2024年度）調査の調査計画の策定まで
に、調査手法の⾒直しや結果表章の充実等、更なる調査計画の改善について検討すること。

対
応

6.諮問第117号の答申（平成30年12月）における「今後の課題」への対応（２）


